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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年４月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年４月２３日 １０時３７分ごろ 

発生場所 播磨灘
は り まな だ

の高蔵瀬付近 

 江井
え い

ケ島港西防波堤灯台から真方位２０２°３.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３６.９′ 東経１３４°５２.９′） 

事故の概要  プレジャーボートろっさ Ｖ
ファイブ

は、西進中、また、プレジャーボート

SYLPHIDE
シ ル フ ィ ー ド

は、船首を北西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 SYLPHIDE は、船長及び同乗者２人が負傷し、操舵室の損壊等を生

じ、また、ろっさＶは、左舷船首部船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和４年４月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート ろっさＶ、５トン未満 

   ２６０－４０３５５兵庫、個人所有 

   ９.５５ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.５kＷ、平成１１年９月 

Ｂ プレジャーボート SYLPHIDE、５トン未満 

   ２３５－２９９８４兵庫、個人所有 

   ６.１７ｍ（Lr）×２.３４ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５.６kＷ、平成５年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１０月４日 

    免許証交付日 令和元年５月２２日 

           （令和７年３月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 令和４年２月１４日 

    免許証交付日 令和４年２月１４日 

           （令和９年２月１３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者）、軽傷 ２人（船長及び同乗者） 



- 2 - 

 損傷 Ａ 左舷船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 操舵室に損壊、右舷外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、釣りの目的で、令和４年４月２３日０９時３０分ご

ろ兵庫県別府
べ ふ

川の船だまりを出航した。 

 船長Ａは、１０時００分ごろ明石海峡大橋の東側海域に至り、同乗

者Ａと共に流し釣りを開始し、１回流し終えたところ、近くの他船が

釣り場を移動し始めたので、１０時１０分ごろ明石海峡大橋の西側海

域に向けて移動を開始した。 

 船長Ａは、明石海峡航路中央第１号灯浮標付近に至り、機関を中立

として魚群探索を行ったが魚影が無く、更に西側の鹿ノ瀬
し か の せ

付近に移動

することとし、周囲には他船が数十隻いたので、船首を左右に振って

船首方の死角を補いながら、約１８ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で本船を西進させた。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けたまま手動操舵で操船に

当たり、兵庫県明石市江井ケ島南方沖で船首を左右に振って前方を見

たが、高蔵瀬東灯浮標付近に他船を見掛けなかったので、前路に他船

はいないと思い、その後、船首を左右に振らずに航行を続けた。 

 船長Ａは、１０時３７分ごろ高蔵瀬付近において衝撃音を聞いて機

関を中立とし、周囲を確認してＢ船と衝突したことに気付いた。 

 船長Ａは、Ａ船を旋回させ、Ｂ船から落水していた２人のうち１人

がＢ船に泳ぎ着いて引き上げられたので、もう１人を救助した後、知

人に電話し、１１８番通報及び救急車の手配を依頼して兵庫県東播磨

港に帰航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人３人（以下「同乗者Ｂ１」、

「同乗者Ｂ２」、「同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、釣りの目的で、０５

時３０分ごろ明石市の船だまりを出航した。 

 船長Ｂは、同乗者と共に明石海峡大橋の東側海域及び西側海域で流

し釣りを行った後、１０時３０分ごろ高蔵瀬付近に移動し、船外機を

停止して船首を北西方に向けて流し釣りを再開した。 

 船長Ｂは、操舵室後方の右舷側で船首方を向き、同乗者Ｂ１は、右

舷船尾部で船尾方を向き、同乗者Ｂ２は、左舷船尾部で船尾方を向

き、同乗者Ｂ３は、同室後方の左舷側で船首方を向いてそれぞれ釣り

を行っていた。（図１参照） 
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図１ Ｂ船の乗船者の位置 

 

 船長Ｂは、Ｂ船の西方約１００～２００ｍの海域で流し釣りをして

いる釣り船がいたので、同釣り船に注意しながら釣りを続け、同乗者

Ｂ１の「こっちに来る」という声を聞いて後方を振り向いたところ、

右舷船尾方約７０ｍから船首が浮上した状態で接近するＡ船を認め

た。 

 船長Ｂは、同乗者Ｂ１が右舷側から海に飛び込んだのを見て、自ら

は左舷側に移動した直後、Ａ船がＢ船を右舷船尾部から乗り切ってい

くところを目撃した。 

 同乗者Ｂ１は、船長Ａ及び同乗者ＡによってＡ船に引き上げられ、

同乗者Ｂ２は、衝撃で落水した後、Ｂ船に泳ぎ着いて同乗者Ｂ３によっ

て船上に引き上げられた。 

 船長Ｂは、１１８番通報を行った後、明石市の船だまりに帰航し

た。 

 同乗者Ｂ１は、東播磨港に到着した後、救急車で病院に搬送されて

右下腿切断等と診断され、また、船長Ｂ及び同乗者Ｂ３は後日、診療

所を受診し、船長Ｂが腰椎捻挫等、同乗者Ｂ３が肋骨骨折とそれぞれ

診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  Ａ船は、約１０kn の速力で航行すると船首が浮上し始めて船首方

に死角が生じ、約１８kn の速力で航行して操舵室右舷側の椅子に腰

を掛けて見張りを行うと、正船首左舷約２０°から右舷約１４°まで

の範囲で死角が生じていた。 

 船長Ａは、ふだん、周囲に他船を認めた際、船首を左右に振って船

首方の死角を補う見張りを行っていた。 

 船長Ａは、ふだん、高蔵瀬東灯浮標付近では約１０～２０隻の釣り

船等を見掛けることが多かったが、本事故当時、同灯浮標付近から約

２Ｍ離れた江井ケ島南方沖で船首を左右に振った際、同灯浮標付近に

釣り船等を見掛けなかったので、その付近には釣果が悪くて釣りをし

ている船舶はいないと思い込み、その後は船首方の死角を補う見張り

を行っていなかった。 

 船長Ｂは、これまで高蔵瀬付近で漂泊して釣りを行っているとき、

航行中の他船がＢ船を避けてくれていたので、危険な思いをした経験

同乗者Ｂ１ 

同乗者Ｂ２ 
同乗者Ｂ３ 

船長Ｂ 

操舵室 
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がなかった。 

 船長Ｂは、高蔵瀬付近で流し釣りを開始した際、Ｂ船の周辺には西

方約１００～２００ｍの海域で流し釣りをしている釣り船が１隻しか

おらず、また、ふだんから同乗者に周囲の見張りを依頼していたの

で、自らは同釣り船に注意していたが、周囲の見張りも行っておけば

よかったと本事故後に思った。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、本事故当時、全員が膨張式救命胴衣を着

用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、高蔵瀬付近を西進中、船長Ａが、前路に他船はいないと思

い、船首浮上により船首方に死角が生じた状態で航行を続けたことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、ふだん、高蔵瀬東灯浮標付近では約１０～２０隻の釣り

船等を見掛けることが多かったが、本事故当時、同灯浮標から約２Ｍ

離れた江井ケ島南方沖で船首を左右に振って前方を見た際、同灯浮標

付近に釣り船等を見掛けず、その付近には釣果が悪くて釣りをしてい

る船舶はいないと思い込んだことから、前路に他船はいないと思った

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、高蔵瀬付近において、船首を北西方に向け、船外機を停止

して漂泊中、船長Ｂが、西方の釣り船に注意しながら釣りを続けたこ

とから、東方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ｂは、高蔵瀬付近で流し釣りを開始した際、Ｂ船の周辺には西

方で流し釣りをしている釣り船が１隻しかおらず、また、同乗者に周

囲の見張りを依頼していたことから、同釣り船に注意していたものと

考えられる。 

原因  本事故は、高蔵瀬付近において、Ａ船が西進中、Ｂ船が船首を北西

方に向けて漂泊中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い、船首浮上

により船首方に死角が生じた状態で航行を続け、また、船長Ｂが、西

方の釣り船に注意しながら釣りを続けたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・プレジャーボートの船長は、航行中に船首方に死角が生じる場

合、前路に他船がいないと思い込まず、死角が解消される位置に

立ったり、船首を左右に振ったりするなどして死角を補う見張り
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を適切に行うこと。 

 ・プレジャーボートの船長は、漂泊中、一定の方向のみに注意せ

ず、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 



 

× 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船（漂泊中） 

事故発生場所 

（令和４年４月２３日 

 １０時３７分ごろ発生） 

 

Ａ船 

江井ケ島港西防波堤灯台 

大阪府 

兵庫県 

鹿ノ瀬 

高蔵瀬東灯浮標 
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最後に船首を左右に振った位置 

高蔵瀬 明石海峡航路中央第１号灯浮標 

明石海峡大橋 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 


